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        手続きに必要な書類等 

新規申込み 継続申込み 

町内会 町内会以外 
10 割減免 

（2～5 項の団体除く） 
5 割減免 

1 
市民センター使用料減免登録申込書 

（用紙は当センター窓口で用意しています） 
○ ○ ○ ○ 

2 会則 ― ○ ― ○ 

3 事業計画書（直近のもの） ― ○ ― ○ 

4 名簿（氏名・住所が記載されている最新のもの） ― ○ ― ○ 

5 減免登録証の写し（令和４年度のコピー） ― ― ○ ○ 

6 利用者カード（黄色の予約システム利用者カード） ○ ○ ○ ○ 

手続きに必要な書類等 

1 市民センター地域利用団体登録届出書※用紙は当市民センターで用意しております 

2 名簿※氏名・住所が記載されている最新のもの 
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〒981-3204 仙台市泉区寺岡 2-14-4  TEL:378-4490 FAX:378-4534 

https://www.sendai-shimincenter.jp/izumi/teraoka/index.html 
※ ＨＰ 公開しています。 QR コード読み取り対応の機種を

お持ちの方は、右記のQRコード

をご利用ください。 

団体を構成する会員の半数以上が仙台市民の場合、使用料の減免を受けることができます。 

令和５年度に減免の適用を受けようとする団体は、２月２８日までに 

主に利用を予定している市民センターに必要書類の提出をお願いします。 

       登録受付期間：令和５年２月１日（水）～令和５年２月２８日（火） 

    ※減免登録証の減免区分が２～５項（減免登録証上部に記載）に該当する 10 割減免団体は継続申請が不要 

令和 5年度市民センター使用料減免登録申込が始まります！ 

地域利用団体優先申込のお知らせ（地域利用団体登録届出書の申請について） 

下記の①，②両方を満たす団体は、月１回一般の予約開始日前に優先的に予約申込みができます。 

（ホールは１区分・各室は連続４時間以内） 

➀ 当市民センターに減免登録申込書を提出し、減免承認を受けている団体。 

② 当市民センターの中学校区内（隣接する中学校区を含む）に住所を有する会員が、全会員の 

３分の２以上の団体。（当市民センターで該当する中学校区⇒寺岡中・高森中・根白石中・将監東中） 

※ 地域利用団体登録届出書 は、減免登録申込書と一緒にご提出ください。 

※ 6月使用分の優先申込みは 3月５日から始まりますが、「減免登録」及び「地域利用団体登録」の承認に 

2週間程度の時間を要しますので、早めの手続きをお勧めします。 

 

 

※ 期間内に手続きが行われない場合、令和５年度 6月分以降の利用について使用料が  

減免されない場合がありますので、ご注意ください。 

 

※届出書には、原則として名簿を添付してください。名簿は会員の中学校区を確認するため、 

番地までご記入ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社協 

 

10月の休館日は、3日（月）11日（火）、17日（月）、24日（月）、31日（月）です。 

※１月 18日時点の情報に基づき、「寺岡市民センターだより２月号」を作成しております。 

今後の状況により掲載内容が変更・中止となる場合がございますので、ご了承ください。 

 この紙はリサイクルできます。 

🎶


